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＜商品概要説明書＞ 
 

 

（2024 年 2 月 1 日現在） 

商品名 年金定期預金 （スーパー定期単利型） 

ご利用いただける方 ・当行で公的年金・福祉手当等のお受け取りをされている方。 

・ または、預入と同時に公的年金・福祉手当等を新たに当行にて受け取

り指定される方。 

公的年金の種類  厚生年金（含む船員保険）、国民年金、共済年金（含む恩給）、労災年金、 

当行が定める福祉手当等 

※詳細については店頭でご確認ください。 

取扱店舗 ・原則、公的年金のお受け取りをされている店舗での取扱いとなります。 

・複数店にわたり公的年金のお受け取りをされている方は、それぞれの

店舗での作成が可能です。ただし、１人当たりの合計預入額は 500 万

円以内となります（福祉年金優遇定期預金を含む）。 

預け入れ 預入期間  １年間 

預入方式  一括してお預け入れいただきます。 

預入金額  100 円以上 500 万円以下 

預入単位  １円単位 

利息 適用金利 ＜新規預入時＞ 

・固定金利（預入時のスーパー定期預金（預入期間１年）店頭表示 

利率＋0.01％）を、満期日まで適用します。 

＜満期日以降＞ 

①自動継続 

自動継続日時点で引続き当行で年金等をお受取されている場合は、自

動継続日における年金定期預金の金利で自動継続します。  

 ※自動継続日時点で当行で年金等のお受取をされていない場合、自動継続日以

降はスーパー定期預金（1 年）の店頭表示金利での自動継続となります。 

②自動継続型以外 

満期日以降のお利息は、解約日または書替継続日における普通預金利  

率により計算します。 

利払頻度  満期日に一括してお支払いします。 

計算方法  付利単位を１円単位とし、お預け入れ日から満期日の前日までの日数により１

年を 365 日とする日割計算とします。 

払戻方法 ・満期日以降に一括してお支払いします。 

・元金の一部支払はできません。 

中途解約時の取扱い ・ 原則、中途解約はできませんが、当行がやむをえないものと認めて 

中途解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点４位以下切り捨 
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て）により計算した利息とともに払い戻します。 

・預入期間６ヶ月未満          …普通預金利率 

・預入期間６ヶ月以上１年未満   …約定利率×50% 

利子等に関する課税  源泉分離課税 20.315%（国税 15%、復興特別所得税 0.315%、地方税

５%）が適用されます。 

 もしくは、マル優扱いでの取扱いも可能です。 

金利情報の入手方法  店頭またはインターネット上のホームページにてご確認ください。 

預金保険制度  この預金は預金保険制度の対象となっています。  

当行が契約している 

指定紛争解決機関 

《全国銀行協会》 

 連絡先 ：全国銀行協会相談室 

 電話番号：０５７０－０１７－１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

ご留意事項 ・ ATM、おおいたぎんこうダイレクトからのお預け入れはできません。  

 


